
 

 

 

 

「困ったな・・・」、そんな時、ご相談ください。 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

                                 

 

     

                                      

 

★お金の管理や契約などに不安はありませんか？ 

★虐待を防止します。 

地域包括支援センターでは、状況をよくうかがった上で

警察や消費生活センター、行政などと連携して対応しま

す。 

東通地域包括支援センター便り   2024年 秋・冬号 

 

・お金の管理や契約に関することに不安があるとき、頼れる家族がいな

い場合などには、成年後見制度を利用できます。 

 地域包括支援センターでは成年後見制度の利用の申立てなど、手続き

の支援をします。 

 

＊成年後見制度とは？・・裏面へ 

・虐待の早期発見・把握に努め対応します。 

 

・悪質な詐欺商法や消費者被害（消費者トラブル）の防止など、

権利に関する問題に対応します。 

 

＊消費者トラブルとは？・・裏面へ 

社会福祉士 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

       出前講座のご案内 

 町内会やサロンなど、皆さんの集まりに出張します。 

 健康のこと、生活の困りごとなど、ミニ講座を無料で開催いたします。 

 お気軽にご相談ください      東通地域包括支援センターひだまり      884-1405 

📎成年後見制度とは？ 

認知症、知的障がい、精神障がいなどで、契約行為や財産の管理などに支障のある方が不

利益を被ることがないよう、家庭裁判所への申立てによりご本人を保護し、支援する人を

選任する制度です。 

📎消費者トラブルに巻き込まれている！？ 

トラブルに巻き込まれた場合は、少しでも早く専門の相談員につなぐことが大切です。 

身近な高齢者と日ごろからコミュニケーションをはかりましょう。 

普段から挨拶をかわし、関係を築いておくことで、高齢者のささいな変化に気づけます。 

📎気づきのポイント ☝ 

 

□家族が知らない荷物が届いた       □急に親しい人ができたようだ 

□見慣れない商品がある          □投資などに関心を持ち始めた 

□入金を督促する請求書が届いている    □羽振りのいい話が多くなった 

□急に外出が増えた            □急に節約を始めた 

□不自然なリフォーム工事がしてある    □見慣れない人がよく出入りしている 

□電話に怯えたり、慌てたりしている    □見かけない車がよく止まっている。 

□業態のわからない店や会場に、ひんぱんに出入りしている 

                                

「いつもと違うな」「どうしたんだろう？」 

ちょっとした気づきがトラブル防止につ

ながります。 

 

消費者ホットライン 

☎ 188（イヤヤ！） 

警察相談専門電話 

☎ ＃9110 


